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1
.月
.六
日
、
筆

霞

月

玉
1

_

、
入
營
の
爲
め
北
海
道
旭
川
に
向
つ
て
出
發
す
る
に
際
し
、、
大
磯
の
山
庇
を
訪
れ
て
、
本
稿
を
金
に
託
せ
ら 

る
。
^

月
_君
尙
ほ
枉
京
な
ら
ば
、
，'余
.
は
同
蔣
^:
:

卓
を
狹
ん
で
本
篇
の
主
題
に
就
い
て
論
究
し
、
更
ら
に
推
敲
を
求
む
可
き
點
な
き
に
非
ざ
る
可 

し
と
離
も
、
_

赴
は
旣
に
遠
く
北
海
道
の
技
舍
に
在
.

つ
て
相
見
る
こ
.
と
難
し
、
余
は
自
己
：の
獨
斷
を
以
つ
て
妄
り
に
本
篇
に
加
筆
す
る
こ
と
を 

-

愼
み
、
能
ふ
限
り
:;
>

原
文
の
態
'を
尊
蜇
す
る
に
努
め
た
の
で
，ぁ
る
が
、
唯
だ
少
し
.
く
思
ふ
所
ぁ
ヴ
.

て
、
本
篇
の
第
ー
及
び
箜
一
の
雨
項
を
时
除 

し
、
玆
に
は
專
ら
：第
三
項
の
■
み
を
揭
ぐ
る
こ
と
、
し
た
。
聊
.
か
右
め
次
第
を
記
し
て
、
筆
者
の
寬
恕
を
乞
ふ
o 

,

■

高

橋

誠
,

1

郞

ぃ
ジ
.
*ン
•
ク
ッ
ク
著
一
千
六
百
西
十
八
年
版『

唯
一
緊
要
事
、

一
名
、
質
民
の
訴
訟』

'

♦

:高
橋
誠
：一

0

，私
は
チ
r

ル
ズ一

世

の「

弑
逆
者」

ジ
ョ
ン
•
ク
ッ
ク(John 

C
o
o
k
e
)

の
著
に『

唯
一
緊
要
事
、
一
名
、
貧
民
の
訴
訟』

(

c
y
i 

N
e
c
e
s
s
a

-Hiu 
日
：or. 

T
h
e

 

p'o
o
r
e JVIaus 

c
a
s
e
” being an 

Expedient to m
a
k
e

 

P
.H
0 vision for 

all 

Poore 

People 

in 

the 

K
-B
-
g
d
o
m
e
o

と
題
す
.る一

千
六
百
四
十
八
年
出
版
の
書
の
存
す
る
こ
と
を
知
り
、
昭
和
七
年
版
拙
著『

贯
商
主
義
經
濟
擧
說
裂』 

中
に
、
同
一
時
代
に
公
に
せ
ら
れ
た
る
類
書
と
共
に
其
の
表
題
を
揭
げ
た
の
で
あ
る
が
、
本
書
ば
頗
る
稀
潮
の
書
で
あ
っ
て
、
私
は
當 

時
に
^
い
て
は
未
だ
親
し
く
之
れ
を
.手

に

す

る

.こ

と

が

^
來̂
ず
、
僅
か
に
其
の
.書
名
を
記
載
す
る
こ
と
を
得
た
に
過
ぎ
な
か
つ
たo(

同 

書
七
〇
三
頁
參
照)

。

然
る
に
最
近
に
.至
っ
て
此
の
書
が
偷
敦
の
古
書
雕
へ
ン
リ
ー
•
ス
チ
ー
ヴ
ン
ズ(

H
e
n
r
y

 

Stevens, 

S
o
n
&

 

s
t
u
e
s
o

の
カ

タ

ロ
グ
に
掘
載
せ
ら
れ
っ
X
あ
る
を
知
々
、
直
ち
に
之
れ
を
買
取
る
こ
と
が
出
來
た
の
を
機
會
と
し
て
、
聊
か
茲
に
其
の 

内
容
を
紹
介
サ
る
こ
と
冬
る
。
' 

'

、

.

.
‘

へ 

:

本
書
.の
.表
.題
頁
柢
著
#
0
名

を

<
:
0
0
1
^
'
と
.署
-1
.、
彼
れ
が
倫
敦
四
法
學
院
の1

た
る
グ
レ
ー
ス
•
ィ

ン(
G
r
a
H
s

 

Inn
,

兹
に
は 

古

福

濟

.#
盤
ぐ
：
 

一Q-

一

(

四
四
■一〕
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Graies 

I
n
n
e
r

に
綴
る)

，に
屬
せ
る
法
曹
た
る
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
が
、
.他
書
は
多
く 

C
o
o
k

 
.
と
綴
つ
て
ゐ
る
。
又
、
力 
一
一-.
ノ
ガ
ム 

(
w
.

 

C
u
n
n
i
n
g
h
a
m
)

は
彼
れ
を
サ
1

*ジ
®
シ
•
ク
ッ
ク
と
記
し
て
ゐ

る

が
、
彼
れ
は
サ
ー
の
稱
號
を
有
す
る
こ
と
が
な
か
つ
た
ょ
う 

で
あ
る
4 (

T
h
e

 G
r
o
w
t
h

 of English 

Industry a
n
d
n
o
m
m
e
r
c
e

 in M
o
d
e
r
n

 

Times, 

T
h
e

 

Mercantile 

System, 

1
9
s
,
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:
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7
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'ク
ッ
ク
は『
箴
言』

第
十
一
章
第
二
十
六
節「

穀
物
を
藏
め
て
»
ざ
.る
者
は
民
に
訊
は
る
>
_
れ
ど
が
.る
者
の
^
^
は
舰
福
あ
り」 

の
語
を
以
.つ
て
营
題
句
と
爲
し
て
ゐ
る
。

.
' . 

.

.

總
べ
.て
の
人
が
富
裕
で
あ
つ
た
な
ら
ば
、
慈
善
は
殆
ん
ど
全
く
行
は
る
A
こ
と
！が
な
い
で
あ
ら
う
、
H
Kに
於
い
て
平
、恶
督
は
言
ふ
、
 

富
め
る
人
々
を
し
て
善
事
を
行
は
し
む
.る
が
爲
め
に
、
貧
き
者
は
常
に
汝
等
と
.共
に
：我
る
の
で
あ
る
と
.0
飢
猫
を
豫
防
す
る
が
爲
め
に 

豐
年
に
穀
物
を
貯
藏
す
る
者
は
#
良
な
る
國
民(

c
o
m
m
o
n
-
w
e
a
l
t
h
s
-
m
a
n
)

で
あ
る
、
又
不
廉
な
る
华
に
於
い
て
貧
民
が
彼
れ
に
依
つ 

て
生
活
し
得
る
や
う
に
相
當
な
る
儐
格
を
以
つ
て
之
れ
を
賣
ら
ん
と
す
る
者
は
慈
善
家
で
あ
るo

然
し
な
が
ら
、
金
の
爲
め
に
は
何
察 

を
も
辭
.せ
ざ
る
淺
忍
な
る
一
定
の
人
々
が
此
の
王
國
に
於
い
て
行
へ
る
が
如
く
、
缺
芝
を
來
さ
し
む
る
が
爲
め
に
穀
物
を
貯
藏
し
、
若 

し
く
は
舊
貯
藏
品
を
保
留
す
る
は
殺
人
の
罪
に
類
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
此
の
世
に
於
い
て
處
罰
せ
ら
れ
ず
し
て
終
る
こ
と
が
極
め
て 

稀
れ
で
あ
る
o (ibid., 

p
p
.

个
5
^-
.

或
る
者
は
人
々
を
强
制
し
てr

ブ
ッ
.シ
*
ル
十
グ
ロ
ー
ト
若
し
く
は
三
.志
六
片
と
云
ふ
が
如
き
相
當
な
る
價
格
を
以
つ
て
大
麥
を
販 

賣
せ
し
め
ん
と
す
る
に
頗
る
銳
意
，で
あ
る
が
、
他
の
箸
は
麥
酒
原
料
た
る
麥
芽
を
作
，
こ
と
を
抑
制
す
る
を
以
つ
て
、
換
言
す
れ
ば
、 

此
の
凶
荒
時
に
於
い
て
は
如
何
な
る
人
と
雖
もj.

ズ
ッ
シ
ヱ
ル
四
志
以
上
を
以
つ
て
し
て
は
何
等
の
麥
芽
を
も
販
賣
す
る
を
得
ざ
る
旨



古
：
塚

經

濟

睿

辦

輝

 

1
0四

(

四
西
四)

を
令
す
る
を
以
つ
て
箭
曳
方
法
と
做
す
の
意
見
を
有
し
て
ゐ
る
。
而
も
著
者
は
總
べ
て
0
麥
酒
店(

>'
1
?げ
0泛
6
5

)

を
即
時
禁
踮
し
、
宿 

屋
を
改
良
す
る
を
以
つ
て
神
及
び
總
ベ
て
の
善
人
の
意
に
適
ふ
最
も
有
效
な
る
救
濟
策
な
り

と

認
め
るO 

(ibid., 

p
p
*

7
, s.

)
o

彼
れ 

を
以
つ
て
觀
れ
ば
、
總
べ
て
食
物
の
不
足
を
生
ぜ
し
む
る
が
爲
め
に
穀
物
を
貿
占
む
る
は
國
家
に
對
す
る
叛
逆
罪
で
あ
つ
て
、
之
れ
を 

犯
す
若
は
父
殺
し
の
極
刑
に
處
せ
ら
る
可
き
.も
^
で
あ
る
0

2̂:
^
|
>
.
0
0
0

著
砻
は
昨
年
ょ
り
も
今
年
は
概
し
て
穀
物
不
足
な
り
と
做
す
に
於
い
て
異
#
な
き
も
、
而
も
或
る
人
々
の
心
情
の
冷
酷
と
他
の
人
 々

の
法
外
な
る
放
逸
及
び
無
節
制
が
な
か
つ
た
な
ら
ば
、
吾
人
.は
多
ぐ
食
料
不
足
を
恐
る
、
の
要
な
き

も

の

と觀
る
。
彼
れ
は
火
麥
が
麥 

芽
に
變
ぜ
し
め
ら
る
、
こ
と
が
な
か
つ
た
な
ら
ば
、
此
の
國
に
於
い
て
は
總
べ
て
の
貧
民
が
相
當
な
.る
債
格
を
以
つ
て
取
得
し
得
る
に 

充
分
な
る
火
麥
の
存
在
を
見
る
可
き
で
あ
る
と
考
へ
る
o
o
b
i
d
.
,

 

p. 

29. い
。

.:

三

'

著
者
は
貧
民
の
爲
め
の
十
二
の
提
案
及
び
歎
願
を
掲
げ
る
。

第
一
,
貸
手
が
元
金
以
上
に
微
收
せ
る
利
子
は
總
べ
七
沒
收
せ
ら
る
可
き
こ
と
を
規
定
せ
る
エ
.リ
ザ
べ
ス
女
王
第
三
十
九
年
法
#:
第 

十
八
號
、
酸
酎
及
び
酒
狂
に
對
し
、
又
呢
詛
及
び
調
伏
に
對
す
る
條
例(

ジH

丨
ム
ズ
一
世
第
一
年
法
律
第
九
號
、
同
第
四
年
第
五
號
、 

同
第
七
牢
第
十
號
、
同
第
二
十
一
年
第
七
號)

の
如
き
總
ベ
て
の
公
正
な
る
刑
法
に
由
つ
て
沒
收
せ
ら
れ
た
る
も
の
は
貧
民
に
與
へ
ら 

る
可
く
、
而
し
て
贈
與
及
び
.遺
贈
に
ょ
つ
て
當
然
貧
民
に
歸
す
可
き
E
額
の
貨
幣
存
す
る
が
故
に
、
慈
善
的
行
使
に
關
す
る
諸
條
例
は 

迅
急
に
實
施
せ
ら
る
可
き
で
あ
る
。(ibid., 

pp. 

4
00
-
4
9
.

 

第
二
、
何
等
の
.利
子
を
も
支
拂
ふ
こ
と
な
く
擔
保
に
對
し
て
小
額
の
貨 

幣
を
貧
民
に
貸
與
す
る
.一
定
の
方
法
が
^5

2

せ
ら
る
可
き
で
あ
る
o (ibid., 

PP, 4
9
.
5
0
.

第
三
、
手
金
は
神
の
金
な
る
が
故
に
、
國 

內
に
#
す
る
總
べ
て
の
證
據
金
は
貧
民
に
與
へ
ら
る
可
き
も
の
で
あ
る
。(ibid., 

pp. 

50-51.)

o
第
四
' 
一
n 
ニ

囘

食

难

の

用

意

.を

行
ふ
こ
と
な
く
、

一
度
の
11
1
餐
と
夜
に
於
い
て
簡
單
な
る
.飲
食
を
爲
す
に
過
ぎ
ざ
る
名
#
あ
り
、
地
位
あ
り
、
資
產
あ
る
總
べ
て
の
人 

は
、
詉
物
價
が
更
ら
に
低
廉
と
爲
る
に
至
る
ま
で
、
斯
く
の
如
き
た
し
な
み
ょ
き
儉
約
に
ょ
つ
て
節
し
得
た
る
所
の
も
.の
を
貧
民
に
與 

ふ
可
き
で
あ
る
。(ibidf p. 

50
0
0
第
五
、
大
麥
の
保
存
の
爲
め
に
、
祝
意
を
表
し
て
乾
流
す
る
こ
と
を
廢
す
可
き
で
あ
る
。
最
茛
な 

る
事
物
は
、
其
の
必
要
な
る
際
に
は
、
'之
れ
が
^
用
せ
ら
る
、
を
惧
れ
て
使
用
を
廢
企
せ
ら
る
可
き
で
は
な
い
が
、
而
も
緊
嬰
な
ら
ざ 

る
琪
物
が
概
し
て
濫
用
せ
ら
•
.
る

、
場
合
に
は
、
是
れ
等
の
も
§.は
須
ら
ぐ
除
去
せ
ら
る
可
き
で
あ
る
、
原
始
蕺
督
敎
徒
の
間
に
行
は
れ 

た
：る
神
聖
接
吻
及
び
禮
勝
接
吻
の
如
き
は
是
れ
で
'あ
.ふ
。
o
b
F PP., 

5
1
-
5
2
0
0

第

六

、

賭

傅

に

於

い

て

*.
:
ち

得

た

る

總

べ

て

の

貨
 

幣
は
貧
民
に
興
へ
ら
る
可
き
で
あ
る
。(ibid: 

pp. 

5
3
-
5
4
0
。

第
七
、
紛
失
せ
る
後
'
.偶
然
化
發
見
せ
ら
れ
た
る
物
、
及
び
自
然
の
贈 

物
た
る
^
山
は
—

の
目
的
に
供
せ
ら
る
可
き
で
あ
る
o (ibid., 

w
.CA
5
し
。
第
八
、哀
焯
'に
際
し
で
不
必
要
に
费
さ
る
、
所
の
も
の
は 

快
ぐ
贫
民
を
賑
恤
す
る
を
得
可
き
で
あ
る
。
’
 (ibid., 

p
p
r

 5
S
-
5
7
0
O

第
九
、
.貧
民
は
磨
屋
の
磨
貨
を
支
拂
ふ
こ
と
な
く
、

篩
粉
器 

(boulting m
m
)

，と
稱
せ
ら
る
、
穀
物
を
食
り
食
.ふ
機
械
の
大
濫
用
を
免
办
て
、
其
の
贈
物
を
取
得
す
る
を
得
可
き
で
あ
る
。(ibid., 

P
P
，
57-5

000
。

第
十
、
國
內
に
於
い
て
聖
職
に
在
る
者
、
殊
に
又
.、寺
院
の
財
産
を
領
す
る
俗
人
は
慈
善
及
び
欵
待
の
範
を
他
に
對
し 

て
求
す
可
く
、
而
し
て
英
國
の：

僧
侶
は
マ
ン
モ
ン
崇
拜
た
る
^

^
に
對
し
て
怒
り
の
神
«
を
射
ら
し
む
可
き
で
あ
る
0
0

2:
^

PP, 

500
丨
 

S)

.？
第
十1

、

貧
民
がI

囘
の
.往
診
に
對
し
て
十
志
を
支
拂
ふ
の
苦
痛
は
往
々
に
し
て
病
氣
其
の
#
と
等
し
ぐ
堪
へ
難
き
も
の
で
あ 

る
が
、
而
も
尙
ほ
坐
命
は
甘
美
な
る
'も
の
で
あ
り
、
如
何
に
し
.て
も
醫
師
は
迎
へ
.ら
れ
ざ
.る
を
得
ざ
る
を
以
つ
て
、
彼
れ
等
は
謝
禮
を 

受
く
る
.こ
と
な
く
し
て
貧
民
を
診
察
す
可
き
で
あ
る
o (ibid.rpp: 4(6:>1-65.̂

^̂

 

辯
護
土
は
謝
禮
を
受
く
る
こ
と
な
く
し 

て
懇
切
に
共
の
最
良
_な
る
助
言
を
貧
民
に
與
ふ
可
き
で
あ
る
。(

^
^
.
,
§
.
6
5-_爸

. 

.

.

.

. 

:■'
 

四
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本
書
は
戰
爭
に
次
ぐ
に
飢
條
を
以
っ
て
せ
る
非
常
時
英
國
の
著
作
で
あ
る
。
.恶
督
は
人
々
の
飢
え
た
る
時
、
憐
み
の
情
に
動
さ
れ
て

、

 

彼
れ
等
0
集
團
に
.食
を
給
す
る
が
爲
め
.
£哿
蹟
.を
行
っ
た
0
あ

ら

ゅ

る

人

を

し

，
て

.唯

-の
.緊
要
事
と
し
て
此
の
點
を
硏
究
せ
し
め
、
而 

し
.て
貧
し
き
人
.々
.は
餓
死
せ
し
め
.ら
る
可
き
に
非
ざ
る
が
故
に
、
穀
物
の
：價
格
を
引
下
ぐ
る
.が
爲
め
；に
一
.：定
の
.有
效
.な
.る
方
法
を
議
定 

し
、
救
濟
策
を
提
起
せ
ん
こ
と
を
萬
人
恰
もT

人
：の
如
く
に
議
會
に
向
つ
て
請
願
ず
可
き
で
あ
る
。(ibid

ぐP. 

6
0
0ク
ッ
ク
は
ア
リ 

ス
ト
.テ
：'レ
1
ス
及
び
總
べ
て
の
羅
馬
の
赛
#
に
賛
し
て
フ
'ラ
ト

ー

.
シ

の

农

當

な

る

意

見

を

排

斥

-r
'
る
.
0
.
.
.

財
產
並
.び
|̂
土
地
及
.び
財
貨
の 

分
割
杖
神
及
が
自
然
の
法
に
由
っP

存
在
す
る
0
:而
も
亦
，
或
る
ん
は
宴
飲
し
、：
他
は
飢
娥
ず
可
き
で
は
な
い
0(

5:
2:
.
, P.

1
2
.
0

萬 

人
を
し
で
平
等
一
樣
な
ら
し
め
ん
と
.す
る
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
妄
想
で
あ
つ
て
、
聖
書
は
斯
く
の
如
き
事
を
提
唱
す
る
も
の
で
は
な
い
。 

貧
民
は
常
に
汝
と
共
に
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
へ
然
し
な
が
ら
、
英
國
內
'に
は
：一
人
の
乞
食
と
雖
も
#
せ
し
む
可
き
で
な
い
9
彼
れ
等 

は
人
間
ょ
り
も
寧
ろ
獸
の
如
ぐ
に
生
活
す
る
。
何
人
も
さ
ま
，で
甚
し
く
富
裕
な
る
こ
と
な
く
、
叉
、如
何
な
■る
乞
食
も
許
さ
る
、
こ
と
が 

.なS

が
、
而
も
彼
れ
等
の
間
に
種
々
な
る
階
級
を
有
す
る
虞
の
共
和
國(

c
o
m
m
o
n
w
e
a
l
t
h
.
)

は
和
蘭
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
王
國
及 

び
更
.ら
に
大
な
る
領
域
內
に
於
ぃ
て
は
觅
ら
に
大
な
る
不
權
衡
存
し
、
勇
猛
.な
る
*;
族
は
王
國
の
堡
蠱
で
あ
り
、
寬
大
な
る
富
者
は
大
. 

道
.の
日
時
計
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
彼
れ
は
多
く
を
施
與
す
る
も
、
而
も
實
際
上
、
太
陽
が
地
球
上
に
其
の
光
線
を
配
分
す
る
に
由
っ 

て
失
ふ
以
上
に
、
興
の
慈
善
に
曲
っ
て
失
ふ
こ
と
が
な
い
。
蓋
し
、、
そ
は
播
種
に
外
な
ら
ざ
る
が
故
で
あ
る
^
ハ
ぽ
:̂
., P. 

36.

ン
。

社
會
及
び
產
業
組
織
の
變
化
に
連
れ
て
貧
民
階
級
の
數
が
日
々
增
加
す
る
の
.傾
向
が
あ
っ
た
.に
拘
ら
ず
、
.
慈

善
的
救
濟
の
手
段
は
削 

減
せ
ら
れ
た
。
隸
域
、

マ
ナ
ァ
及
び
騎
士
の
時
代
は
終
っ
た
、
是
れ
等
の
も
の
は
職
人
、
賃
銀
勞
働
者
-
敎
區
、
交
易
業
激
及
び
商
人
に 

道
を
■
っ
た
。
斯
く
の
如
き
舊
社
會
組
織
.の
崩
壞
か
ら
坐
じ
た
結
银
の一

は
貧
困
と
浮
浪
の
增
加
で
あ
っ
た
。
這
般
の
問
題
に
對
應
す 

る
が
爲
め
に1

千
六
首
〇

1
¥
Hリ
ザ
べ
ス
女
五
の
救
貧
條
例(43 

E.uz' c. 2.)

は
通
過
を
見
た
の
で
あ
る
。
而
も
、
リ
チ
ャ
ー
ド
•

ダ
ン
ム
ン
グ(Richard D

u
n
n
i
n
g
)

の
著
と
推
定
せ
ら
る
k Bread for the p
o
o
r
.

と
題
す
るj
千
六
百
九
十
八

•̂版
の
小
册
子 

の
.記
す
る
が
如
く
、
此
の
條
例
に
據
つ
て
、
諸
敎
區
は
賦
課
を
爲
す
こ
と
を
得
た
る
に
拘
ら
ず
、
幾
多
の
場
所
に
於
い
て
は
斯
く
の
如 

き
課
税
は
爾
後
二
十
年
、
三
十
年
若
し
く
は
四
十
^
間
行
は
る
、
こ
と
が
な
か
つ
た
。(

A

 collections of Pamphlets C0nce3in

的 

the 

p
o
o
r
, 

1
7

00
7
, p, 

5VO
; Six; Frederic Morton Eden, 

Tt3
*
e State of the Poor;: 

or,- 

A
n

 

Ĥistory of 
the 

labouring- 

Classes in England, 

from the Conquest to the 

Present Period, 

VOL I, 

1797, 

p. 144. n

し
。

一
千
六
百
一
一
十
一
一
年
に
現 

rt
k M

,

 s. 

L
o
n
d
o
n
t
_
,

*̂
s
r
D̂f
l
*T*
G
r
e
e
v
o
u
s

 Grones for the Poore, 

done by a Well-wisher, w
h
o

 wisheth that 
the 

p
o
o
J
-
e

 o
f
M
n
g
l
a
n
d 

m
ioq
h
tcr
e so provided for, 

as none g 
げ
opl
p:n

e
e
d
e

r-
l
-
o0t
5
pf*
i
creggin 

within 

tMs 
realme .

も 

亦
、
貧
民
に
關
す
る
諸
條
例
が
、
優
れ
た
も
の
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
勵
行
せ
ら
れ
ざ
り
し
こ
と
を
述
べ
、
而
し
て
貧
民
の
數
が
日
々
增 

加
す
る
に
拘
ら
ず
、
此
の
國
の
多
數
の.

敎
區
、
殊
に
田
舎
町
に
於
い
て
は
最
近
七
ヶ
年
間
、
彼
れ
等
0
爲
め
に
徵
税
の
.行
は
る
\
こ
と 

が
な
か
つ
た
旨
を
記
し
て
ゐ
る
o
‘

(ibid., 

p
.
15; Eden, 

op. 

c
i
r

PP. 

1
5
4
-
1
5
0
0

询
に
エ
リ
ザ
べ
ス
朝
の
救
貧
條
例
は
チ
ュ 

丨
.ダ

ー

王

朝

時

代

：
の

.英
國
の：

國
情
に
は
適
し
て
居
つ
た
が
、
：一
千
六
百
六
士
一
年
に
至
る
迄
に
、
敎
區
は
、
交
易
及
.び
都
邑
生
活
の
發 

達
に
曲
つ
て
、
少
く
と
も
町
に
於
い
て
は
、
.最
早
地
方
自
治
の
論
理
的
單
位
若
し
く
は
區
分
た
る
.こ
と
が
な
い
ょ
ぅ
に
爲
つ
た
の
で
あ 

る
。(Dorothy Marshall,HhewngHsh Poor in the Eighteenth Century.

>.study iii 

Social 

and 

Administrative 

History, 

1
9
2
6
,

s.，
3-5 .)。

.
吾

人

が

旣

に

前

揭

拙

著

中

に

於

.
い

て

述

べ

た

る
が
如
く
、
內
亂
以
後
の
英
國
に
'現
れ
.た
幾
多
’の
小
冊
子
が
多
く
は
救
貧
院
を
建
設
し
、 

貧
民
に「

職」

を
與
へ
ん
こ
と
を
提
唱
せ
る
に
拘
ら
ず
、
：
ク
ゝ
ソ
ク
は
都
市
入
：ロ
#
の
增
加
、食
料
に
»
す
る
需
耍
の
^
加
に
當
面
し
て
、 

先
づ
貧
民
に
：「

食」

.を
與
へ
ん
と
し
て
、
：大
麥
の
半
ば
が
浪
費
せ
ら
る
、
旅
舍
及
び
麥
酒
店
の
禁
懕
若
し
ぐ
は
取
締
を
唱
道
し
た
の
で 

古
版
經
濟
書
解
題
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四
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あ
る
®
而
し
：て
彼
.れ
は
繼
ん
で
、
個
人
の
經
濟
的
励
機
を
善
導
し
て
之
れ
を
國

家

的

目

的

に

.
奉

仕

せ

し
め
ん
こ
と
を
企
il
l
せ
：る
マ
ー
力 

:
ン
.'チ
：

ス
ム
.の
流

：れ

に

從
ふ
ょ
り
も
、
寧

ろ

退

s

て
.、
.刑
倒

法

を

以

つ

；
て

.人

間
P
贫
愁
心
ょ
り
も
傲
大
な
る
も
の
と
觀
、
.前
者
の
力
に 

依

-PK

後

者

を

抑

廊

制

止

.，

せ
ん
.こ
土

を
期

せ
_る
中
佌
的
思

想
’に
黨

せ
ん

，と

：し

た
の

であ
；

る
o
，斯
く
て
彼
れ
は
前
述
の
如
く
穀
物
の
.賈
占 

め
を
行
ふ
#
:̂
父
殺
し
の
.罪
犯
：問
ひ
、
之
れ
を
犬
、
猿

、
雄
鷄
及
び
毒
蛇
と
共
に
革
製
の
大
桶
中
に
入
れ
て
海
に
流
す
の
極
刑
に
處
す 

る
こ
と
を
す
ら
辭
せ
ざ
ち
ん
^
す
る
の
語
氣
を
示
し
た
の
で
あ
.る
。

此
の
小
冊
子
の
爲
め
に
草
せ
ら
れ
た
一
項
がR

e
l
p
e
c
t
i
v
e
R
I
W

の
第
三
輯
第
二
卷
に
載
せ
ら
れ
て
ゐ
るc 

(
sctionary 

o
f 

Na^tionarBiogJraphy, 
e
d
.
b
y

 Leslie 

Stephen and 

Sidney 

Lee, 

vol. 

i
<
1
9
0
8
. 

p. 
9
VO
6 
ノ。
'

、
五
 

，

ク

ッ

ク

は

本

書

出

版

以

前

に

 

A
 

0 ̂

?
 

0 ̂

Law, 

1648. 

W
h
a
t

 

the 

Inde

pendents 

would have, 

or a 

character declaring gome 

of their tenets w
n
d

 d
e
s
i
s
,

 

to disabuse those w
h
o

 saeak ill 

of that 

they, k
n
o
w

 not, 

1
6
4
7
.

及
び Redintegratio 

Amoris, 

or a 

u
-y
i
o
n of hearts between 

the 

K
i
n
n
s

 

most 

ex

cellent Majesty, 'the Lords and C
o
m
m
o
n
s
,

 
Sir T

h
o
m
a
s

 Fairfax and the A
r
m
y

 under M
s

 

co

日m
s
d
,

 

the Assembly, 

an.4 
.
.
e
v
<T
>
r
3
T

 iionest m
a
n

 that .'desires 

a 

sound .and 

durable peace, 

1
6
4
7
'

を

著
.し
.て
^
.
つ
 J!JO.

:

本

書

出

版

の

翌

一

千

方

百

四

十

九

年

，
一

.月
六
日
、
庶
議
が
チ
ヤ

.i

ズ
ー
世
を
窗
す
可
き
高
等
法
院
を
設
置
す
る
の
.法
律
を
通 

過
す
る
に
及
び
、
ク
ッ
ク
は
國
王
に
對
す
る
吿
訴
辯
護
士
，

Q

 
ニ
人
に
選
ば
れ
、
次
い
で
同
月
十
0
、
共
和
政
府
側
の
訟
師
に
指
定
せ
ら
.

に
吿
發
は
主
と
し
て
彼
れ
肊
よ
っ
て
執
り
行
は
れ
る
こ
と
、

爲
つ
た
o
同
月

一
一
十
日
ク
ッ
ク
は

吿
發
し
た
0
其
の

前

日

、即
ち
十
九

日

に
聖
ジ
Jt
1
ム
ズ
宮
に
拉
致
せ
ら
れ
た
チ
ャ
ー
ル
ズ
は
此
の
日
密
問
せ
ら
る
、
が
爲
め
に
ウH

ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
館
に
引
か
れ
た
。
ク 

ッ
ク
が
發
言
す
る
や
"「

被
吿
人
は
其
の
手
に
杖
を
持
つ
て
居
つ
た
が
、
.之
れ
を
擧
げ
て
、
そ
を
前
記
ク
ッ
ク
氏
の
肩
の
上
に
柔
か
に 

置
き
、
如
め
る
ょ
ぅ
に
彼
れ
に
命
じ
た
。
然
し
な
が
ら
、
法
院
長
は
彼
れ
に
進
行
す
可
き
こ
と
を
命
じ
た
の
で
、
彼
れ
は
其
の
語
を
續 

ナ^
o
(
J
o
h
n

 

Nalson, 

A

 T
m
e

 

c
o
d
v

 

of the 

Tournal of 

s
gげoourt 

of 

Justice for the Trial of 
K. 

Charles

I, 

I6S4, 

p. 

200
0
0
同
月
ニ
十
三
日
、

國
王
は
同
法
院
の
裁
判
權
を
論
举
し
、
抗
辯
す
る
こ
と
を
拒
否
し
續
け
た
の
で
、
ク
ッ
ク
は 

彼
れ
を
强
制
し
て
抗
辯
せ
し
む
る
か
、
若
し
く
は
彼
れ
に
向
つ
て
刑
を
申
渡
す
可
き
こ
と
を
法
院
に
求
め
た
。(

&
s:
.> p. 

5
5
0
0

國
王 

.丨こ
^
し
て
起
革
せ
ら
れ
た
^
發

は

>C
h
a
r
g
e

 

of H
i
g
h

 

Treason a
n
d

 

other 

high 

crimes exhibited 

to the 

£
的
ブ Court 

of Justice b
y

 John 

c
o
o
k
, 

wsq., 

solicitg-general appointed b
y

 the said 

Court, 

for an<i 

on behalf 

of the 

people 

of 

England, 

against Charles 

Stuart, 

K
i
n
g

 

of E
n
g
l
a
n
d
.

と
題
し
て
^
行
せ
ら
れ
た
。

又
裁
刺
直
後
に
出
版
せ
ら
れ
た
も
の 

に

w
s*
g Qharles his case, 

or; a
n

 a
p
p
e
a
l

c-
h
o
.

 

all rational 

m
s concerning- his 

t：rial Jn the.

'ffiigk Court of 

J
d
B
o
 ̂

b
e
i
n
g

WJ
o
r the 

s
o
s
rt
-

皆
迄
ミ
.̂
0
げ 

intended .to liave been delivered at: the t>ai; if the king ilpci 

pleaded 

to 

the 

charge
.

が
あ
る
。
ニ
十
七
0.
、
國
王
は
死
刑
を
宣
告
せ
ら
れ•

三
十
日
を
以
つ
て
刑
の
執
行
を
受
け
た
。

ク
ッ
ク
は
翌
年
十
二
月
、
愛
蘭
マ
ン
ス
タ
ー
の
裁
判
長
に
任
命
せ
ら
れ
て
同
地
に
赴
任
し
、

一

千
六
百
五
十
二
年
、
ゥ
ォ
ー
タ
ー
フ 

ォ
ー

ド

に
於
い
て

jvronarclly no 

Creature of 

G
o
dvrma

k
i
n

Jq, 

wherein is 

proved b
y

 

Scripture 

p
pp*reason 

that 

M
o


narchical 

Government is 

aoq
a
i
n
s
rt
-
r+
-ぼ 

M
i
n
d

 

of God,:.and:.that. the execution-of 

the. late 

K
i
noqwas. 

one 

o
f

r+
-
h
e 
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時
代
に
お
け
る
土
地
所
有
の
觀
念
が
屮
分
明
：か
で
な
い
た
め
に
、
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主
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地
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借
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作
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概
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概
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介
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問
題
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又
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概
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又
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